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令和２年度における中国地区の消費税転嫁対策の取組について 

令和３年６月２９日 

公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所中国支所

はじめに 

公正取引委員会は，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から，消費税の転嫁拒否等の行

為（以下「転嫁拒否行為」という。）の未然防止のための取組と，転嫁拒否行為に対する迅速かつ

厳正な対処のための取組を進めてきたところである。 

近畿中国四国事務所中国支所（以下「中国支所」という。）においても，転嫁拒否行為に対して

迅速かつ厳正に対処することを目的として，「消費税転嫁対策調査室」を設置し，中国支所管内（鳥

取県，島根県，岡山県，広島県及び山口県）において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたと

ころ，令和２年度における管内の取組状況は以下のとおりである。 

第１ 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

１ 勧告・指導件数 

管内においては，令和２年度は，転嫁拒否行為に対して，２件の勧告及び 15 件の指導を行

っている（表１参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の勧告・指導件数の推移については，

参考参照）。勧告の概要は別紙１，主な指導の概要は別紙２のとおりである。 

表１：勧告・指導件数                                   [単位：件] 

年 度 
令和２年度 令和元年度 累計（注１）

全国 中国地区 全国 中国地区 全国 中国地区 

措

置

指 導 
280 

《15》 

15 

《０》 

743 

《18》 

47 

《２》 

3,439 

《189》 

238 

《17》 

勧 告 
５ 

《２》 

２ 

《２》 

６ 

《０》 

０ 

《０》 

59 

《13》 

４ 

《２》 

違反事実なし 113 ９ 130 ４ 1,649 97 

（注１） 平成25年10月から令和３年３月までの累計。また，全国の件数には，中国地区の件数を含む（以下同じ）。 

（注２） 《 》内の件数は，大規模小売事業者に対する勧告・指導件数で内数。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 中国支所 

 消費税転嫁対策調査室 

電話０８２－２２８－１５２０（代表） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/ 
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２ 勧告・指導件数の業種別内訳 

令和２年度の勧告・指導件数について措置の対象となった特定事業者（注１）の業種別で分類す

ると，管内においては，製造業が５件（29.4％）と最も多く，以下，小売業が３件（17.6％）

とこれに続いている（表２参照）。 

（注１） 特定事業者とは，①大規模小売事業者，②特定供給事業者（注２）から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業

者である。 

（注２） 特定供給事業者とは，①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者，②資本金等の額が３億円以下で

ある事業者，個人事業者等である。 

表２：勧告・指導件数の内訳（業種別）                      [単位：件（％）] 

業種 
令和２年度 令和元年度   累計（注１）

全国 中国地区 全国 中国地区 全国 中国地区 

建設業 40（14.0） ０（ 0.0） 86（11.5） ３（ 6.4） 414（11.8） 21（ 8.7）

製造業 49（17.2） ５（29.4） 107（14.3） ７（14.9） 788（22.5） 55（22.7）

情報通信業 27（ 9.5） １（ 5.9） 55（ 7.3） ０（ 0.0） 298（ 8.5） 18（ 7.4）

運輸業 12（ 4.2） ０（ 0.0） 26（ 3.5） ０（ 0.0） 182（ 5.2） 10（ 4.1）

卸売業 13（ 4.6） １（ 5.9） 57（ 7.6） ５（10.6） 244（ 7.0） 19（ 7.9）

小売業 25（ 8.8） ３（17.6） 85（11.3） ８（17.0） 394（11.3） 41（16.9）

不動産業 21（ 7.4） １（ 5.9） 69（ 9.2） ５（10.6） 201（ 5.7） ９（ 3.7）

技術サービス業 12（ 4.2） ０（ 0.0） 19（ 2.5） １（ 2.1） 156（ 4.5） 15（ 6.2）

学校教育・ 

教育支援業 
14（ 4.9） １（ 5.9） 14（ 1.9） ０（ 0.0） 84（ 2.4） １（ 0.4）

その他 72（25.3） ５（29.4） 231（30.8） 18（38.3） 737（21.1） 53（21.9）

合計 285（ 100） 17（ 100） 749（ 100） 47（ 100） 3,498（ 100） 242（ 100）

（注１） 平成25年10月から令和３年３月までの累計。 
（注２） 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，当該事業者の主たる業種により分類している。「その

他」は娯楽業，金融・保険業等である。 

（注３） （ ）内の数値は合計値に占める割合であり，小数点以下第２位を四捨五入しているため，合計は必ずしも100となら    

ない。 
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３ 勧告・指導件数の行為類型別内訳 

令和２年度の勧告・指導件数について行為類型別で分類すると，管内においては，指導件数

（17 件）の全てが買いたたき（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）となっている

（表３参照）。 

表３：勧告・指導件数の内訳（行為類型別）                       [単位：件（％）] 

行為類型 
令和２年度 令和元年度   累計（注１）

全国 中国地区 全国 中国地区 全国 中国地区 

減額 40（14.0） ０（ 0.0） 218（29.1） 14（29.8） 390（11.1） 31（12.8）

買いたたき 278（97.5） 17（ 100） 668（89.2） 42（89.4） 3,077（88.0） 224（92.6）

役務利用又は 

利益提供の要請
０（ 0.0） ０（ 0.0） 21（ 2.8） ０（ 0.0） 70（ 2.0） ３（ 1.2）

本体価格での 

交渉の拒否 
３（ 1.1） ０（ 0.0） 21（ 2.8） ３（ 6.4） 275（ 7.9） 14（ 5.8）

勧告・指導件数

（注２）
285 17 749 47 3,498 242 

（注１） 平成25年10月から令和３年３月までの累計。 

（注２） 「勧告・指導件数」は，勧告及び指導の合計件数（第１表参照）。１事業者に対して複数の行為について措置を採っている

場合があるため，各行為類型の件数の合計値は，「勧告・指導件数」と一致しない。 

（注３） （ ）内の数値は，勧告・指導件数に占める割合であり，小数点以下第２位を四捨五入しているため，その合計は100と

ならない。 

４ 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況 

令和２年度は，転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について，管内におい

て，特定事業者20名から，特定供給事業者395名に対し，総額5620万円の原状回復が行われ

た（表４参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の原状回復額の推移については，参考参照）。

表４：特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

年 度 
令和２年度 令和元年度 累計（注１）

全国 中国地区 全国 中国地区 全国 中国地区 

原状回復を行った

特 定 事 業 者 数
279名 20名 276名 18名 2,039名 161名

原状回復を受けた

特定供給事業者数
46,504名 395名 68,951名 105名 276,515名 7,239名

原 状 回 復 額 ７億3257万円 5620万円 38億2122万円 1433万円 81億9461万円 1億5883万円

（注１） 平成26年４月から令和３年３月までの累計。 
（注２） 原状回復額は１万円未満を切り捨てている。 
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５ 転嫁拒否行為等に関する相談件数 

転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓

口を設置しており，管内において，令和２年度は18件の相談に対応した（表５参照）。 

表５：転嫁拒否行為等に関する相談件数           [単位：件] 

令和２年度 令和元年度 累計（注１）

全国 553 2,102 9,131

中国地区 18 64 225

（注１） 平成25年４月から令和３年３月までの累計。 
（注２） 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談並びに情報提供を含む。 

６ 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査 

様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため，管内においては，

令和２年度は258 名の事業者及び12 の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した（表６

参照）。 

表６：事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数                   [単位：件] 

令和２年度 令和元年度 累計（注）

事業者 事業者団体 事業者 事業者団体 事業者 事業者団体 

全国 1,430 892 1,648 559 21,718 4,932

中国地区 258 12 245 11 1,517 263

（注） 平成25年10月から令和３年３月までの累計。 

７ 移動相談会 

事業者にとって，より一層相談しやすい環境を整備するため，管内においては，令和２年度

は移動相談会を５回実施した（表７参照）。 

表７：移動相談会の実施回数              [単位：回] 

令和２年度 令和元年度 累計（注）

全国 30 85 418

中国地区 ５ ６ 45

（注） 平成25年度から令和２年度までの累計。 
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第２ 転嫁拒否行為の未然防止のための取組 

 １ 公正取引委員会主催説明会 

消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため，事業者及び事業者団体を対象として，

公正取引委員会主催の説明会を実施しており，管内においては，令和２年度は５回実施した（表

８参照）。 

表８：公正取引委員会主催説明会の実施回数        [単位：回] 

令和２年度 令和元年度 累計（注）

全国 30 74 353

中国地区 ５ ６ 39

（注） 平成25年度から令和２年度までの累計。 

２ 講師派遣 

商工会議所，商工会，事業者団体等が開催する説明会等に，公正取引委員会事務総局の職員

を講師として派遣しており，管内においては，令和３年３月末までに 25 回派遣した（表９参

照）。

表９：講師の派遣回数                  [単位：回] 

令和２年度 令和元年度 累計（注）

全国 １ 59 638

中国地区 ０ １ 25

（注） 平成25年度から令和２年度までの累計。 

第３ 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出 

消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為（転嫁カルテル）及び消費税についての表示の方

法の決定に係る共同行為（表示カルテル）の届出を受け付けているところ，管内においては，

令和２年度は転嫁カルテル１件の届出を受理した。 

なお，令和３年３月末までに，管内において，転嫁カルテル３件の届出を受理し，このほか

届出書の記載方法等に関して，８件の相談に対応した。
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※ 原状回復額は１万円未満を切り捨てている。 

※ 平成25年度は平成25年10月から平成26年３月までの勧告・指導件数。 

［単位：件］ 
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別紙１ 

勧告事件（２件） 

（令和２年４月～令和３年３月 ） 

①  株式会社はるやまホールディングスに対する件（令和２年６月10日） 

特 定 事 業 者 株式会社はるやまホールディングス 

事 業 内 容  自社の子会社の戦略立案及び統括管理等 

取 引 の 内 容 店舗等の賃借 

違反行為の概要

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

店舗等の賃貸人の一部に対し，平成 26 年４月分から平成 29 年

１月分までの賃料について，消費税率引上げ分を上乗せせずに据

え置いて支払った。 

原 状 回 復 額 特定供給事業者34名に対し，総額1700万8693円 

（注１）㈱はるやまホールディングスは，平成29年１月３日まで衣料品等の小売業を営んでおり，同月４日

からはるやま商事㈱が同事業を承継。 

（注２）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200610kankoku.html 

②  はるやま商事株式会社に対する件（令和２年６月10日） 

特 定 事 業 者 はるやま商事株式会社 

事 業 内 容 衣料品等の販売 

取 引 の 内 容 店舗等の賃借 

違反行為の概要

【買いたたき（第３条第１号後段）】 

店舗等の賃貸人の一部に対し， 

① 平成 29 年２月分以後の賃料について，㈱はるやまホールディ

ングスが消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いた上記賃料

と同額の賃料を支払った。 

②  令和元年10月分以後の賃料について，消費税率引上げ分を上

乗せせずに据え置いて支払った。 

原 状 回 復 額 特定供給事業者33名に対し，総額1676万8602円 

（注）事件の詳細については，以下のリンク先を参照。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/jun/200610kankoku.html 
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別紙２ 

主な指導事例 

（令和２年４月～令和３年３月） 

買いたたき（第３条第１号後段） 

① 教育機関であるＡ法人は，給食提供業務を委託している事業者（特定供給事業者）に対

し，令和元年10月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税率の引上げ分を上乗せ

することなく，据え置いていた。 

② Ｂ農業協同組合は，廃棄物の収集運搬業務を委託している事業者（特定供給事業者）に対

し，平成26年４月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税率の引上げ分を上乗せ

することなく，据え置いていた。 

③ 電気機械器具製造業を営むＣ社は，部品の組立に係る業務を委託している事業者（特定供給

事業者）に対し，平成26年４月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税率の引上げ

分を上乗せすることなく，据え置いていた。 

④ 銀行業を営むＤ社は，店舗，ＡＴＭコーナーの設置場所又は駐車場の賃貸人（特定供給事

業者）に対し，平成26年４月分以後の消費税込みの賃料について，消費税率の引上げ分を上

乗せすることなく，据え置いていた。 

⑤ 携帯電話の販売業を営むＥ社は，経営コンサルタント業務を委託している事業者（特定供

給事業者）に対し，令和元年10月１日以後の消費税込みの委託代金について，消費税率の引

上げ分を上乗せすることなく，据え置いていた。 


